
目

次

告

示

○
野
菜
・
果
物
と
食
生
活
に
つ
い
て
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
実
施
qqqqqq（
が

ん

・

生
活
習
慣
病

対

策

課
）
…
一

公

告

○
県
有
地
の
売
却
に
係
る
一
般
競
争
入
札
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
港
湾
空
港
課
）
…
一

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

○
特
定
調
達
契
約
に
係
る
落
札
者
の
決
定
に
関
す
る
公
示
qqqqqqqqqqqqqqq（
会
計
管
理
課
）
…
三

選
挙
管
理
委
員
会

○
公
職
選
挙
法
等
の
施
行
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
（
事

務

局
）
…
四

○
病
院
の
長
、
老
人
ホ
ー
ム
の
長
、
身
体
障
害
者
支
援
施
設
の
長
及
び

保
護
施
設
の
長
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
る
べ
き
病
院
、
老
人
ホ
ー

ム
、
身
体
障
害
者
支
援
施
設
及
び
保
護
施
設
の
指
定
の
一
部
改
正
qqq（

同

）
…
四

告

示

青
森
県
告
示
第
一
号

野
菜
・
果
物
と
食
生
活
に
つ
い
て
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
の
で
、
青
森
県

統
計
調
査
条
例
（
平
成
二
十
一
年
三
月
青
森
県
条
例
第
十
二
号
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す

る
。

平
成
三
十
一
年
一
月
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

調
査
の
目
的

青
森
県
民
の
野
菜
・
果
物
に
つ
い
て
の
食
生
活
の
現
状
を
把
握
し
て
、
青
森
県
健
康
増
進
計
画

「
健
康
あ
お
も
り
21
（
第
２
次
）
」
の
指
標
の
一
つ
で
、
重
要
課
題
で
あ
る
「
野
菜
及
び
果
物
摂

取
」
を
推
進
す
る
た
め
の
、
基
礎
デ
ー
タ
を
把
握
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

二

調
査
対
象
の
範
囲

県
内
在
住
の
満
二
十
歳
か
ら
満
四
十
九
歳
の
住
民

三

報
告
を
求
め
る
事
項
及
び
そ
の
基
準
と
な
る
期
日

１

報
告
を
求
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

㈠

野
菜
や
果
物
に
関
す
る
事
項
（
嗜
好
、
知
識
、
健
康
と
の
関
連
、
入
手
状
況
、
摂
取
量
）

㈡

食
生
活
習
慣
（
朝
食
、
嗜
好
品
）

㈢

身
体
状
況
（
身
長
、
体
重
、
体
重
変
化
）

㈣

家
族
構
成
、
職
業
、
世
帯
収
入

２

報
告
を
求
め
る
基
準
と
な
る
期
日
は
、
平
成
三
十
一
年
一
月
八
日
か
ら
同
年
二
月
の
任
意
の

一
日
と
す
る
。

四

報
告
を
求
め
る
者

協
力
の
得
ら
れ
た
県
内
の
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八

十
号
）
第
七
条
第
二
項
に
規
定
さ
れ
た
各
医
療
保
険
者
が
推
薦
し
た
該
当
年
齢
者
約
五
千
人
と
す

る
。

五

報
告
を
求
め
る
た
め
に
用
い
る
方
法

県
内
の
各
医
療
保
険
者
が
推
薦
し
た
、
該
当
年
齢
の
構
成
員
に
、
個
人
Ｉ
Ｄ
、
パ
ス
ワ
ー
ド
が

記
載
さ
れ
て
い
る
用
紙
と
調
査
票
を
配
布
し
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
ア
ク
セ
ス
し
て
回
答
を
行

う
。

六

報
告
を
求
め
る
期
間

平
成
三
十
一
年
一
月
八
日
か
ら
同
年
二
月
二
十
八
日
ま
で
と
す
る
。

公

告

県
有
地
の
売
却
に
係
る
一
般
競
争
入
札

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
よ
り
契
約
を
締
結
す
る
の
で
、
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十

二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
六
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

青
森
県
報
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第
四
千
五
百
四
十
八
号

平
成
三
十
一
年

一
月
七
日

（
月
曜
日
）



平
成
三
十
一
年
一
月
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

次
に
掲
げ
る
土
地
の
売
却

所

在

地

地

目

地
積
（
平
方
メ
ー
ト
ル
）

八
戸
市
豊
洲
三
の
一
三

雑
種
地

三
、
三
〇
一
・
〇
四

二

予
定
価
格

三
千
六
百
九
十
七
万
千
六
百
四
十
八
円

三

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
者
に
該
当
し
な
い

者
で
あ
る
こ
と
。

四

売
却
す
る
物
件
を
示
す
場
所

一
に
掲
げ
る
土
地
の
所
在
地

五

売
却
す
る
物
件
の
地
積
測
量
図
等
の
書
面
及
び
契
約
条
項
を
示
す
場
所

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
県
土
整
備
部
港
湾
空
港
課

六

入
札
及
び
開
札
の
場
所
及
び
日
時

１

入
札
場
所

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
県
土
整
備
部
港
湾
空
港
課

２

入
札
日
時

平
成
三
十
一
年
一
月
二
十
一
日

午
前
九
時
か
ら

平
成
三
十
一
年
一
月
二
十
八
日

午
後
五
時
ま
で
（
必
着
）

土
曜
日
及
び
日
曜
日
の
受
付
は
、
行
わ
な
い
。

３

開
札
場
所

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
庁
舎
北
棟
三
階
県
土
整
備
部
Ｂ
会
議
室

４

開
札
日
時

平
成
三
十
一
年
二
月
四
日

午
後
二
時

七

入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金
の
額

契
約
金
額
（
入
札
保
証
金
に
あ
っ
て
は
、
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
の
見
積
も
る
契
約
金

額
）
の
百
分
の
五
以
上
に
相
当
す
る
金
額

八

契
約
書
の
取
り
交
わ
し
の
時
期

落
札
決
定
の
日
か
ら
七
日
以
内

九

代
金
の
納
入
期
限

土
地
売
買
契
約
書
に
よ
り
定
め
た
納
入
期
限
ま
で
に
納
入
す
る
。

十

そ
の
他

１

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
及
び
入
札
に
関
す
る
条
件
に
違

反
し
た
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

２

当
該
物
件
に
つ
い
て
は
、
用
途
を
指
定
し
、
十
年
間
の
買
戻
し
特
約
を
付
す
。

指
定
す
る
用
途

保
管
施
設
用
地
、
流
通
施
設
用
地
、
旅
客
施
設
用
地
、
港
湾
関
連
業
務
施
設
用
地
、
福
利

厚
生
施
設
用
地
、
作
業
基
地
用
地
及
び
以
上
に
付
随
す
る
も
の
と
す
る
。

３

平
成
三
十
一
年
一
月
十
七
日
午
後
三
時
か
ら
、
八
戸
市
豊
洲
三
の
一
三
に
お
い
て
現
地
説
明

を
行
う
。

県
有
地
の
売
却
に
係
る
一
般
競
争
入
札

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
よ
り
契
約
を
締
結
す
る
の
で
、
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十

二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
六
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
三
十
一
年
一
月
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

次
に
掲
げ
る
土
地
の
売
却

所

在

地

地

目

地
積
（
平
方
メ
ー
ト
ル
）

む
つ
市
真
砂
町
九
三
の
二
五

雑
種
地

一
四
、
〇
八
九
・
七
三

二

予
定
価
格
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五
千
七
十
二
万
三
千
二
十
八
円

三

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
者
に
該
当
し
な
い

者
で
あ
る
こ
と
。

四

売
却
す
る
物
件
を
示
す
場
所

一
に
掲
げ
る
土
地
の
所
在
地

五

売
却
す
る
物
件
の
地
積
測
量
図
等
の
書
面
及
び
契
約
条
項
を
示
す
場
所

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
県
土
整
備
部
港
湾
空
港
課

六

入
札
及
び
開
札
の
場
所
及
び
日
時

１

入
札
場
所

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
県
土
整
備
部
港
湾
空
港
課

２

入
札
日
時

平
成
三
十
一
年
一
月
二
十
一
日

午
前
九
時
か
ら

平
成
三
十
一
年
一
月
二
十
八
日

午
後
五
時
ま
で
（
必
着
）

土
曜
日
及
び
日
曜
日
の
受
付
は
、
行
わ
な
い
。

３

開
札
場
所

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
庁
舎
北
棟
三
階
県
土
整
備
部
Ｂ
会
議
室

４

開
札
日
時

平
成
三
十
一
年
二
月
四
日

午
後
二
時
三
十
分

七

入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金
の
額

契
約
金
額
（
入
札
保
証
金
に
あ
っ
て
は
、
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
の
見
積
も
る
契
約
金

額
）
の
百
分
の
五
以
上
に
相
当
す
る
金
額

八

契
約
書
の
取
り
交
わ
し
の
時
期

落
札
決
定
の
日
か
ら
七
日
以
内

九

代
金
の
納
入
期
限

土
地
売
買
契
約
書
に
よ
り
定
め
た
納
入
期
限
ま
で
に
納
入
す
る
。

十

そ
の
他

１

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
及
び
入
札
に
関
す
る
条
件
に
違

反
し
た
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

２

当
該
物
件
に
つ
い
て
は
、
用
途
を
指
定
し
、
十
年
間
の
買
戻
し
特
約
を
付
す
。

指
定
す
る
用
途

保
管
施
設
用
地
、
流
通
施
設
用
地
、
旅
客
施
設
用
地
、
港
湾
関
連
業
務
施
設
用
地
、
福
利

厚
生
施
設
用
地
、
作
業
基
地
用
地
及
び
以
上
に
付
随
す
る
も
の
、
若
し
く
は
工
場
用
地
、
情

報
通
信
施
設
用
地
、
研
究
施
設
用
地
、
発
電
所
用
地
及
び
以
上
に
付
随
す
る
も
の
と
す
る
。

３

平
成
三
十
一
年
一
月
十
八
日
午
前
十
一
時
か
ら
、
む
つ
市
真
砂
町
九
三
の
二
五
に
お
い
て
現

地
説
明
を
行
う
。

特
定
調
達
契
約
に
係
る
落
札
者
の
決
定
に
関
す
る
公
示

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号
）
第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
落
札
者
を
決
定
し
た
の
で
、
同
令

第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
三
十
一
年
一
月
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

ノ
ー
ト
型
パ
ー
ソ
ナ
ル
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

千
六
十
五
台

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

青
森
県
出
納
局
会
計
管
理
課

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

三

契
約
の
方
法

一
般
競
争
入
札

四

落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
三
十
年
十
二
月
十
一
日

五

落
札
者
の
名
称
及
び
住
所

株
式
会
社
ビ
ジ
ネ
ス
サ
ー
ビ
ス

青
森
市
新
町
二
丁
目
六
の
二
九

六

落
札
金
額

一
億
千
三
百
八
十
七
万
千
七
百
四
十
四
円

七

落
札
者
を
決
定
し
た
手
続

入
札
参
加
資
格
審
査
に
お
い
て
、
購
入
物
品
に
要
求
す
る
性
能
等
が
満
た
さ
れ
て
い
る
と
判
断
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し
た
製
品
に
係
る
入
札
書
に
よ
り
、
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
、
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有

効
な
入
札
を
行
っ
た
者
を
落
札
者
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

八

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

平
成
三
十
年
十
月
三
十
一
日

選
挙
管
理
委
員
会

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
一
号

公
職
選
挙
法
等
の
施
行
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
一
年
一
月
七
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

柿

崎

光

顯

公
職
選
挙
法
等
の
施
行
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

公
職
選
挙
法
等
の
施
行
等
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
五
十
七
年
十
二
月
青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告

示
第
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「

目
次
中

第
二
十
二
章

海
区
漁
業
調
整
委
員
会
の
委
員
の
選
挙
（
第
百
六
十
三
条
―

第
百
六
十
五
条
）

第
百
六
十
三
条

海
区
漁
業
調
整
委
員
会
選
挙
人
名
簿
の
縦
覧
の
場
所
の
告
示

第
百
六
十
四
条

法
人
の
投
票

第
百
六
十
五
条

規
定
の
準
用

を
」

「

第
二
十
二
章

削
除

第
百
六
十
三
条
か
ら
第
百
六
十
五
条
ま
で

削
除

に
改
め
る
。

」

第
二
十
二
章
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
十
二
章

削
除

第
百
六
十
三
条
か
ら
第
百
六
十
五
条
ま
で

削
除

第
二
百
十
号
様
式
及
び
第
二
百
十
一
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
百
十
号
様
式
及
び
第
二
百
十
一
号
様
式

削
除

附

則

こ
の
規
程
は
、
漁
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
九
十
五
号
）
の

施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
号

平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
六
日
青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
四
号
（
病
院
の
長
、
老
人

ホ
ー
ム
の
長
、
身
体
障
害
者
支
援
施
設
の
長
及
び
保
護
施
設
の
長
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
る
べ

き
病
院
、
老
人
ホ
ー
ム
、
身
体
障
害
者
支
援
施
設
及
び
保
護
施
設
の
指
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

平
成
三
十
一
年
一
月
七
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

柿

崎

光

顯

二
の
表
中

「

を
」

「

に
改
め
る
。

」

（ ）4青 森 県 報 第4548号平成30年１月７日 月曜日

(発
行
所
・
発
行
人
）

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(印
刷
所
・
販
売
人
）

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
四
十
四
銭

地
域
密
着
型
特
別
養
護
老
人

ホ
ー
ム
さ
く
ら
の
里

〃

大
字
姥
萢
字
桜
木
四
二
四
の
一

地
域
密
着
型
特
別
養
護
老
人

ホ
ー
ム
さ
く
ら
の
里

〃

大
字
姥
萢
字
桜
木
四
二
四
の
一

住
宅
型
有
料
老
人
ホ
ー
ム

ラ

ポ
ー
ル
五
所
川
原

〃

大
字
水
野
尾
字
懸
樋
二
一
九
の
三

ケ
ア
ハ
ウ
ス

ハ
ル
ニ
レ

〃

大
字
水
野
尾
字
懸
樋
二
二
二
の
三


